
【令和４年４月からの特定保健指導及び非肥満保健指導対象者の利用券等の発送に係る印字
及び封入封緘業務における個人情報の流れ】

（資料２４－２）

新宿区

①対象者及び
健診結果データ
の抽出

委託先
・印字・封入封緘業務

②抽出データの提供
（手渡し）

⑤封筒の納品
（手渡し）

特定保健指導等
対象者

（４０歳～７４歳国民健康保険加入
者）

・区から提供されたCD-Rは、鍵付きの
キャビネットで保管する。

・委託業務終了後、電子データは消去
させ、消去報告書を提出させる。

・ID・パスワード認証
・ウィルス対策
・ログの記録・管理
・アクセス制御

【特定健診等データ管理
システム】

・データの暗号化
・鍵付きケースで手渡しによる受渡し
・確認書による記録

【委託先PC】

保健指導等
対象者

保健指導等
対象者

③利用券及び
健康診査結果
の印字

④封入封緘

ｚ
（利用券等案内物）

ｚ
⑥封筒の確認

ｚ

区分

・特定保健指導対者

・非肥満特定保健指導対象者

・健康相談対象者

・受診勧奨通知対象者

⑦封筒の郵送

ｚ

・ＩＤ・パスワード認証
・ウイルス対策
・脆弱性診断
・アクセス制御
・ログ監視
・業務委託期間終了
後のデータ消去
・他案件のデータと隔
離した管理
・サーバ監視


